
  

 

 

 
 

・三原市内の住民組織 

・三原市内に事務所を置く市民活動団体や NPO 法人 

   団体がクラウドファンディングサイト（法人運営のサイトに限る）

を利用した際に発生する利用手数料を支援します 

  ４０万円まで（１団体につき１回限り／年） 

  団体のクラウドファンディングによる資金調達を補助し， 

自主的な活動を促進します 

  クラウドファンディングサイトでの資金募集を開始する 

１０日前までに三原市地域企画課に申請書を提出ください 

詳細，申請書様式は市 HP をご確認ください 

  

 

 

 

 

 

 

対象者 

内 容 

クラウドファンディングとは 

   個人や団体が企画する活動（商品）に対して，インターネット上で(サイトを利用して)， 

資金提供を募る方法です。  ※補助金の対象は，法人が運営するサイト利用時限定。 

補助額 

目 的 

申請方法 

クラウドファンディングを利用して 

活動をはじめよう！ 
 

～三原市クラウドファンディング利用手数料補助金～ 

↑ 市 HP 

申し込み先  三原市 地域企画課（本庁舎４階） 

     〒 723-8601 

住所 広島県三原市港町 3-5-1 

℡ ０８４８-67-６１８４ FAX ０８４８-64-７１０１ 

E メール chiikikikaku＠city.mihara.hiroshima.jp 

令和３年７月１日作成 



 

◎補助金申請等の流れ 

 

 

 

 

 

 

※交付決定後に，目標金額やプロジェクト内容などの変更が生じる場合は，

事前に市に相談ください（変更承認申請が必要となるため）。 

 

団体が交付申請書等を提出 

市が審査のうえ，交付決定 

団体がクラウドファンディングサイト

により資金募集開始 

①交付申請 

（プロジェクトの資金募集 

開始１０日前までに申請） 

団体が実績報告書等を提出 

（交付決定）※ 

 

②資金募集開始 

③実績報告（～年度末） 

市が審査のうえ，交付金額を確定 （補助金額の確定） 

団体が確定額の請求書提出， 

市が補助金交付 ④補助金請求 

（資金募集期間終了） 
資金募集期間終了により，調達金額及び

サイト利用手数料額確定 

～ 資金募集期間 ～ 

申請等 申請等の説明 

～ プロジェクト実施 ～ 

⑤実施報告書提出 プロジェクト実施後，報告書提出 


